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環境局環境事業部　処理場管理事務所　山本処理場

山本処理場管理棟周辺ほか草刈等業務



仕 様 書

１ 業務名

  山本処理場管理棟周辺ほか草刈等業務

２ 業務委託期間

  契約の日から令和元年 9月 30日まで

３ 業務内容

（１）業務場所

山本処理場        厚別区厚別町山本１０６５番地

東米里地区排水処理施設  白石区東米里７０６番地

（２）業務概要

   山本処理場管理棟周辺及び東米里地区排水処理施設周辺の草刈作業を行う。

（３）作業時間・対象面積など

   作業時間：平日の 9時から 17時の間とする。
   対象面積：7,700㎡
   草刈回数：2回（7月と 9月を予定）

（４）刈草の運搬

搬入先は白石清掃工場（札幌市白石区東米里 2170番地）とする。
    搬入は、平日の 9時～16時（ただし、昼休み時間は除く）とし、計量票を作業日誌に添付

すること。

 搬入には、ダンプトラックまたはパッカー車を使用すること。

 搬入の予定日、予定台数等がおおよそ分かった時には事前に業務担当職員に連絡し、予定

が確実になった時には、各清掃工場の担当者と下記の内容について受け入れを確実にするため

直接打合せをすること。

連絡先 白石清掃工場  011-876-1710 
○確認事項

・業務名

・業者名

・業務責任者

・搬入日

・搬入数量（台数、容量）

・車種、車番



（５）使用機材

    ①ダンプトラック（規格：2ｔ積み相当）
    ②草刈り機   （規格：肩掛式、カッター径 255㎜相当）
     機器規格はあくまで目安であり、施工に支障のない範囲で機材の選定を行い、業務主任

に確認すること。

４ 業務責任者

 （１）業務の実施に先立ち業務責任者を選定し、次の事項について記載された業務責任者選任届

を提出すること。なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

   ①氏名

   ②年齢

   ③経歴書

   ④受注者との雇用関係を証明する書類等（保険書の写し等）

なお、業務責任者の選任にあたっては、本業務と同種・同様の業務において主任技術者・業

務責任者等の経験を有する者を配置すること。

 （２）業務責任者は、作業期間中は常駐とし、作業員に作業内容・その他の連絡等を伝え、その

周知徹底を図ること。

５ 提出書類

 （１）業務着手時に提出するもの

   ①業務着手届     １部

   ②業務責任者選任届 １部

   ③業務日程表     １部

 （２）現場作業前に提出するもの

   ①連絡体制表     １部

   ②作業計画書     １部

 （３）業務完了時に提出するもの

   ①業務報告書     １部

   ②業務完了届     １部

   ③作業日誌   １部 （実作業実施時に提出）

   ③作業写真      １部 （作業箇所ごとに整理して一括提出）

６ その他

（１） 本業務の履行においては、各種法令を順守するほか、札幌市の環境マネジメントシステム

に準じて、自動車の相乗り及びアイドリングストップを行い、環境負荷の低減に努めるこ

と。



（２） 業務の遂行にあたっては、業務主任との連絡を密にし、事故等の問題が発生した場合には

必ず報告のうえ指示を受けること。

作業中・作業終了後、請負者の責任により生じた故障、破損及び事故等は、一切請負者の

責任により対応すること。

（３） この仕様書の定めのない事項については、必要に応じ業務主任と協議し決定すること。

（４） 業務の再委託については原則として禁止する。

（５） 清掃工場へ搬入する刈草には、石、土が混入しない様に注意すること。



山本処理場管理棟周辺ほか草刈等業務





東米里地区水処理施設周辺
　草刈清掃
　　　　　2,655 ㎡


